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第２期盛岡市子どもの未来応援プランの取組状況について 

 

１ 子どもの貧困をめぐる状況 

 (1) 2022（令和４）年国民生活基礎調査（令和５年７月厚生労働省公表） 

   調査の結果、令和３年の相対的貧困率は15.4％であり、前回調査（30年度）より0.3ポイン

ト改善した。また、子どもの貧困率は11.5％であり、前回調査（平成30年）より2.5ポイント

改善したが、このうち、ひとり親世帯における子どもの貧困率は44.5％であり、前回調査（30

年度）より3.8ポイント改善したものの、依然として半数近くが貧困の状況となっている。 

 (2) 子供の生活状況調査の分析報告書（令和３年12月内閣府公表） 

   報告書では、中学生の学習の状況について「塾で勉強する」と回答した割合は、全体が

47.2％であったのに対し、収入の低い世帯では28.7％と19.5ポイント低くなっている。世帯別

でみると、ひとり親世帯では37.0％であり、ふたり親世帯と比べ12.2ポイント低い結果となっ

た。 

   また、中学生の夏休みや冬休みなどの期間の昼食について「毎日食べる」と回答した割合は、

全体が89.1％であったのに対し、収入の低い世帯では82.4％と、6.7ポイント低くなっている。 

 (3) ひとり親世帯の子どもの生活実態に関するアンケート調査（資料７-１、７-２を参照） 

   調査の結果、充実してほしいと考える子育てサービスについての項目では、「子どもの教育

のための経済的支援」と回答した割合が全体の60.1％であり、以下、「生活のための経済的支

援」（53.1％）、「安い賃金で住めるところ」（48.1％）、「無償もしくは低料金の学習支援」

（45.9％）と続く結果となった。 

子どもが塾や習い事をしていない割合は、全体の63.4％であり、その理由として「経済的に

余裕がないから」と回答した割合（68.9％）が最も高い。 

   また、過去１年間にお金が足りず、家族が必要とする食料を買えなかったことがある割合は、

全体の50.2％であった。 

 (4) 本市における状況 

上記の調査結果から、特に子どもの学習環境や生活環境について、世帯毎の所得格差による

影響が顕在化している状況であり、生まれ育った環境によって子どもの将来が左右されること

がないよう継続的な経済的支援が求められている。 

本市においては、生活保護世帯等の中学生を対象に、高等学校進学に向けた学力の向上を図

るための学習の場を提供する「学習支援事業」や、NPO法人が関係機関と協力し、必要な世帯

に食料を提供する取組である「子ども応援プロジェクト」の実施、また、保育料の減免や放課

後児童クラブの利用料の助成等により、ひとり親や低所得世帯への経済的支援に取り組んでい

る。 

 

資料２－１ 
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【参考１ 貧困率の年次推移】 ※出典：2022（令和４）年 国民生活基礎調査の概況 

II 各種世帯の所得等の状況 ６ 貧困率の状況 

 

 

 

※ 新基準：可処分所得の計算において、企業年金掛金や仕送り、自動車税等が支出に加えられている違いがある。 
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【参考２ 普段の勉強の仕方】 ※出典：令和３年子供の生活状況調査の分析報告書 

 

（等価世帯収入（世帯の年間収入を世帯人数の平方根で割ったもの）の水準別） 
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【参考４ ひとり親世帯の子どもの生活実態アンケート結果（抄出）】（令和５年度本市実施） 
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２ 本市の主な取組 

  令和５年度における主な取組は次のとおり。 

 

 アクション１ 貧困を解消する 

 

＜医療費給付事業＞ 

 必要な時に必要な医療を受けることができるよう医療費の一部を給付し、ひとり親家庭、中学生、

小学生、乳幼児に加え、令和５年度から高校生相当年齢の子どもについても医療費給付の対象とし

たことにより、子育て世帯の更なる経済的負担の軽減に寄与した。 

【実績】 

 受給者数（人） 給付額（千円） 

ひとり親家庭等 5,206 154,010 

乳幼児 12,128 462,880 

小学生 12,627 288,890 

中学生 6,526 146,031 

高校生等 5,865 96,561 

【令和６年度の取組】 

医療費の一部を現物給付することにより、必要な時に必要な医療を受けることができるよう、

子育て世帯の経済的負担の軽減に努める。 

 

＜保育料、放課後児童クラブ利用料の軽減＞ 

  「盛岡市子育て世帯応援プロジェクト」として、国の幼児教育・保育の無償化の対象とならな

い３歳未満で第２子以降の子どもの保育料や、世帯年収が概ね550万円未満相当で３歳以上の子

どもの副食費及び放課後児童クラブの利用料軽減を継続して実施した。 

 【実績】 

  ・０～２歳児の第２子以降保育料について、1,654人に対し、合計３億2,975万3,229円を補助 

  ・３～５歳児の副食費について、1,458人に対し、合計7,123万2,669円を補助 

・きょうだい同時利用の世帯や低所得世帯の放課後児童クラブの利用料について、194人に対

し、2,183万5,700円を補助 

  【令和６年度の取組】 

   保護者の経済的負担の軽減に繋がるよう令和５年度と同様の取組を行うほか、同制度の更な

る周知を図る。 
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 ＜母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業＞ 

  母子・父子家庭の父母が就業に結びつきやすい資格取得のための修業（１年以上）の間、訓練

給付金を毎月支給することにより、父母の資格取得に伴う経済的負担を軽減した。 

  【実績】 

   利用者数17人に対し、合計1,766万1,500円の給付金を支給 

  【令和６年度の取組】 

  国の制度改正により、修業期間が６月以上であっても訓練給付金の支給が可能となったため、

母子・父子家庭に対する周知の徹底を図るとともに、母子・父子家庭の父母に対して訓練給付

金を支給し経済的負担の軽減を図る。 

 

 アクション２ 貧困によって子どもの可能性が奪われないようにする 

 

＜学習支援事業＞ 

  生活保護受給世帯及び生活困窮世帯の中学生を対象に、高等学校進学に向けた学力の向上を図

るため、市内４か所（青山、上田、河南、都南）において学習の場を提供した。また、通年の無

料送迎サービスを実施したことにより通所の利便性を向上させた。 

 【実績】 

  ・利用者数 実人数96人、延べ人数2,507人 

  ・開催回数 210回 

 【令和６年度の取組】 

  参加率を向上させるため周知を徹底するとともに、令和５年度と同様に学習の場を提供し、無

料送迎サービスも継続的に行う。 

 

 ＜子ども食堂の支援＞ 

  県がこどもの居場所の輪を広げることを目的として設置している「子どもの居場所ネットワー

クいわて」と連携し、子ども食堂へ情報提供（食事の提供に関すること、開設方法等）を行った。 

また、子ども食堂に対して食材費や運営費に係る補助金を支給した。 

 【実績】 

  子ども食堂23団体に対し、1,186万2,000円を補助 

 【令和６年度の取組】 

  子どもの状況把握及び食事等の提供を行う子ども食堂に対して食材費等を助成し、不安やスト

レスを抱える子どもや子育て世代の見守り体制の強化を図る。 
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 アクション３ 貧困によって生じた問題や貧困に繋がる諸課題を解決する 

 

＜子ども家庭総合支援センター事業＞ 

 子ども家庭総合支援センター（現：こども家庭センター）にて、児童虐待、用語、育成などの

児童家庭問題に対し、関係機関との連携を取りながら、保護者等に対し援助を行った。 

【実績】 

 相談全件（9,484件）のうち、来庁：204件、電話：8,189件、訪問1,091件であった。 

【令和６年度の取組】 

児童家庭問題に対する調査、相談、訪問、カウンセリングを継続的に実施する。また、相談支

援の質的担保や虐待予防に向けた地域づくりのため、地域の児童福祉関係機関へのアウトリーチ

による情報交換と技術的助言を行う。 

 

 ＜養育支援訪問（家事援助）事業＞ 

  要保護、要支援家庭のうち、食事や衛生状態に課題を抱える家庭に対して、家事援助サービス

を提供することにより、家庭環境の改善を図るとともに、児童虐待の発生予防と早期発見に努め

た。 

 【実績】 

  ８世帯に対し、218回の支援を行った。 

 【令和６年度の取組】 

関係機関と連携しながら、支援等が必要な家庭にサービスを提供し、家庭環境の改善を図ると

ともに、実施地域の拡大も検討しつつ、児童虐待の発生予防と早期発見に努める。 

 

 ＜自立相談支援事業＞ 

  生活困窮者自立支援法に基づき「盛岡市くらしの相談支援室」を設置し、長期失業等、さまざ

まな生活の課題を抱える相談者に対して、自立に向けた包括的、継続的な支援を行った。 

  【実績】 

   ・新規相談件数 958件  

   ・相談延べ件数 11,410件 

   ・プラン作成件数 117件 

  【令和６年度の取組】 

   物価高騰等の影響により相談件数は高止まりしている状況にあることから、困難や課題を抱

える世帯の自立に向けた支援を継続的に実施する。 
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 アクション４ 適切に支援につなぐ 

 

 ＜乳児家庭全戸訪問事業＞ 

  市内に居住する生後４か月未満の乳児のいる家庭に保健師、助産師が家庭訪問し、乳児及び養

育者の心身の状況や養育環境を把握し、乳児の保護者に適切な助言を行うとともに子育てに関す

る情報提供などの支援を実施した。 

  【実績】 

   ・対象者数 1,579人 

・訪問数  1,582人 

  【令和６年度の取組】 

   生後４か月未満の乳児がいる家庭に専門職の職員が訪問し、乳児及び養育者の心身の状況や

養育環境を把握し、適切な助言を行う。 

 

 ＜子ども応援プロジェクト＞ 

  学校の夏休みや冬休み等の給食がない長期休業期間中において、子どもの食糧支援が必要な世

帯に対し、ＮＰＯ法人フードバンク岩手が行う食糧支援の活動（フードバンク）に、市社会福祉

協議会及び市民生児童委員連絡協議会と協力し、食糧支援を行いながら個々の世帯の悩みを聴き

取り、必要な支援につながっていない世帯の早期の把握、相談機関との連携に努めた。 

 【実績】 

  ・夏休みにおいては、申請件数 392世帯、食料配送重量15.2kg、再相談に繋がった世帯21世帯 

  ・冬休みにおいては、申請件数 382世帯、食料配送重量12.6kg、再相談に繋がった世帯22世帯 

 【令和６年度の取組】 

  学校連携のモデル校や、市社会福祉協議会及び市民生児童委員連絡協議会と協力し、悩み事を

抱えながらも必要な支援につながっていない世帯を各相談機関へ繋いでいく。 

 

 


